
平成27年
8月1日から

育児・介護休業給付日額上限相当額が
変更になりました！！

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

一般職 341,110円

特別職 426,250円

※ 平成27年9月30日まで
給付上限相当額を超える給料月額
（育児・介護休業手当金ともに）

一般職・特別職 440,000円

※ 平成27年10月1日から
給付上限相当額を超える標準報酬の月額
（育児・介護休業手当金ともに）

雇用保険法の規定に基づき、平成27年8月1日から育児・介護休業給付日額上限相当額が次のとおり
変更となりました。

仲川幸成氏（前狭山市長）が7月26日付け、市長の職を退職されたこ
とに伴い、本組合第2区市町村長側組合会議員の職を退任されました。
このことにより、去る9月8日に同区の補欠選挙が行われ、鶴ヶ島市長
の藤縄善朗氏が就任されましたのでお知らせいたします。
なお、任期は平成28年11月30日までとなります。

平成27年8月1日から 平成27年7月31日まで

育児休業手当金
（給付割合が67/100の場合） 12,982円 12,973円

育児休業手当金
（給付割合が50/100の場合） 9,688円 9,681円

介護休業手当金 7,750円 7,745円

市町村長が選挙する組合会議員の市町村長が選挙する組合会議員の
補欠選挙が行われました補欠選挙が行われました
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